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4.4.2.申込資格

府営住宅の申込資格は以下となっている。

１．現に同居し、又は同居しようとする親族（事実上婚姻と同様の関係にある人又は婚約者を含む）がある方。

・入居の際には申込者全員が同時に入居できること。

・申込み後、申込書記載の同居親族の変更は認められない。

・同居親族が婚約者である場合は、申込みの月を含め３か月以内に婚姻する者に限る。

・婚約者が変わった場合は、申込みを無効とする。

・家族を不自然に分割・同居等の申込みは認められない（特別の事情がない限り父母、夫婦の分離、兄弟入居は認

められない）。

・内縁の配偶者については、住民票などにより確認できる方（続柄が未届の夫又は妻）。

なお、公営住宅の一部の団地については次の�１～�９までの要件に該当する単身者の方も申込む事ができる。ただし、

身体上又は精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とする方は事前に相談する必要がある。
�１ 60歳以上の人（但し、単身入居の制度改正の経過措置として昭和31年（1956年）４月１日以前に生まれた方も

対象となる。）
�２ 身体障害者手帳の交付を受けている人（障害の程度が１級から４級まで）
�３ 戦傷病者手帳の交付を受けている人（障害の程度が特別項症から第６項症まで、又は第１款症であること。）
�４ 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者
�５ 生活保護を受けている人
�６ 支援給付を受けている人（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律によ

る受給者）
�７ 海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の人）
�８ ハンセン病療養所入居者等
�９ 加害者に対し保護命令が出されている等のＤＶ被害者

２．現に住宅に困窮していることが明らかな方。

３．府内に住所又は勤務場所がある人。

４．入居者及び同居者の収入の合計が、公営住宅法及び京都府営住宅条例で定められた収入の範囲内であることが必

要。

５．入居にあたっては日本国内に住所のある方で、入居者の家賃額に応じた収入のある２名の連帯保証人が必要（た

だし、入居名義人の親族が連帯保証人となる場合は、１名でも可能な場合がある。）。

６．申込者又は同居しようとする親族が暴力団員（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６

号に規定する暴力団員）でないこと。

4.4.3.収入基準

府営住宅の収入基準は以下の５つのパターンに応じて収入基準に合致するかどうかで判断する

１．申込家族の中に給与所得者が１人で控除対象者がいない場合（【表4.4.3-1.】）

２．申込家族の中に給与所得者が１人で控除対象者がいる場合

３．申込家族の中に給与所得者が２人以上

４．事業所得者

５．年金所得者

ここでは、「１．申込家族の中に給与所得者が１人で控除対象者がいない場合」のみ、例示する。
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【表4.4.3-1.給与所得者が１人で控除対象者がいない場合】

4.4.4.収入区分別の戸数

過去５年間の収入分位毎の入居戸数の状況は以下となっている。

【表4.4.4-1.収入区分別の戸数】

【表4.4.4-2.平成21年度末収入分位別割合】
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平成21年度末の状況では本来階層である収入分位Ⅰ～Ⅳの方の入居割合が全体の約85％を占め、高齢者や障害者等の

一定の条件に該当する裁量階層である収入分位Ⅵまでを合わせると約91％となる。収入分位Ⅶ及びⅧは超過者となるが、

入居後、借受人の収入が増加した場合や家族が就職したことによるものである。

ところで、分位Ⅰ（政令月収０～104,000円）の方の入居割合は全体の74％を占め、分位Ⅰ、Ⅱ（政令月収104,001～

123,000円）を併せると78％となる。この数値は公営住宅の目的と照らし妥当であろうか。入居選定について単なる抽

選ではなく、ほぼ同等の住宅困窮度であればより所得の低い方に優先的に入居させる方法が可能となれば、より公営住

宅の制度趣旨に沿う形で分位Ⅰの割合が高くなるのではないかと推測される。

当件についての京都府の見解は次のようなものである。「公営住宅の入居者は公営住宅法第25条第１項の規定により、

政令で定める選考基準に従い条例（府営住宅条例第７条～第９条の２）で定めることになっている。京都府では、入居

者資格を有する者の間においては入居機会が平等に与えられていなければならないが、申込者全員に対する住宅困窮度

調査（収入や資産等の財産並びに家族構成及び障害等の考慮すべき事項）を個別具体的に強制調査できる法律上の権限

がないため、公営住宅法上は実務の状況に応じ抽選によって入居者を決定する、いわゆる形式的平等でも許されるとし

ており、京都府においては高齢者や障害者あるいは母子や多子世帯等の一定の要件を備えている者については、申し込

み回数を増やす等の優先入居を認める等形式的平等に修正を加え、実質上の平等に配慮している。また、収入超過者は

入居時点では収入基準内であり、入居後所得が増加した者及び同居人が就職したことにより世帯全体の収入増加が原因

である。なお、入居後は年１回の収入申告の義務付けやその後の状況変化については随時再申告を求めるなど現況の把

握に努めている。」というものであった。

もちろん、制度上の欠陥もあるのかもしれないが、京都府の見解を理解しても、なお、約８％の収入超過者が存在す

ることは、府民感情からは納得しがたいものがある。住宅困窮度調査を個別具体的に調査し状況把握することは、制度

趣旨からすれば必要不可欠であり、現在の「権限がない」状態は改善されるべき課題と思われる。

4.5.家賃の金額

府営住宅の家賃の算定方法は公営住宅法第16条、公営住宅法施行令第２条、条例第18条で定められており、入居者の

収入により家賃が決定されるしくみとなっている。家賃は応能応益の考えにより決められる。入居者からの収入の申告

に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数、その他の事項、つまり入居

者の負担能力と当該入居者が入居している公営住宅から受ける便益に応じて定めることになっており、応能応益方式と

呼ばれている。

入居者の家賃は以下の算式により決定される。

【表4.5.1.府営住宅の家賃の算定方法】
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■ 家賃算定基礎額（公営住宅法施行令第２条第２項）

（単位：円）

■ 市町村立地係数（公営住宅法施行令第２第１項第１号、平成８年８月30日付建設省告示）

■ 規模係数（公営住宅法施行令第２条第１項第２号）（21年度家賃から）

住戸専用面積／65㎡（←70㎡）

■ 経過年数係数（公営住宅法施行令第２条第１項第３号、平成16年８月２日付国土交通省告示）

※ ただし、経過措置あり。

例 平成16年10月１日（施行日）現在、既に管理されている公営住宅については、毎年、経過年

数係数を算出するにあたって

改正後の経過年数係数 ＞ 平成16年10月１日現在における改正前の経過年数係数

である間は、 平成16年10月１日現在における改正前の経過年数係数 を採用

■ 利便性係数（公営住宅法施行令第２条第１項第４号、条例第18条第２項）

4.6.ＰＦＩ事業

4.6.1.ＰＦＩの概要

ＰＦＩとは ������� 	�
�
�� �
��������（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）の略で、公共施設等の建設・

維持管理・運営等について民間部門（プライベート）の持つ経営ノウハウや資金（ファイナンス）を活用することで、

低廉かつ良質な公共サービスを提供することを目的とした新しい公共事業の手法である。1992年に英国で導入され、日

本では1999年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（ＰＦＩ法）が制定され本格的に

導入がはじまった。

その特徴は公共部門と民間部門の役割の見直しにあり、従来の公共事業では公共部門が事業の計画立案から執行まで

のすべての活動を主体的に行なっているが、ＰＦＩでは計画立案及び監視機能を公共部門が担い、実施（設計・建設・

維持管理・運営）についてはできるだけ民間に任せることになっている。

他の手法との比較を表にまとめると以下のとおりとなる。
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【表4.6.1.公共事業の手法】

4.6.2.ＰＦＩの効果

ＰＦＩでは民間事業者の経営ノウハウや技術能力を活用することができるとともに、事業全体のリスク管理が効率的

に行なわれることにより、コスト削減や質の高い公共サービスの提供が期待できる。

また、従来型の公共事業の場合、自己財源により建設費を負担し建設代金は建設期間にすべて払うため、事業期間の

最初の２年～３年に大きな財政負担が発生するが、ＰＦＩ事業の場合は毎年建設費を事業期間で按分した額と、施設の

維持管理費・運営費などが一体となったサービス料を民間事業者に支払っていくことになる。そのため公共の側は財政

の平準化効果を得ることができる。

さらに、ＰＦＩはこれまで公共で行なってきた事業を民間事業者に委ねることから、民間に対しても新たな事業機会

をもたらすことに加え、他の収益企業と組み合わせることによっても新たな事業機会を生み出すことになる。

4.6.3.京都府ＰＦＩ事業導入指針の概要
�１ 策定の趣旨

ＰＦＩ事業は、導入手続きや財産管理・運営など制度面で多くの専門知識を要することから、京都府においてＰ

ＦＩを導入していくための手順及び具体的な取組を明示することにより、庁内的な推進に資する。
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�２ 指針の概要

○ ＶＦＭ（����� ��	 
����）

支払に対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方で、ＶＦＭの算定とは、Ｐ

ＦＩ方式で事業を実施した場合に、従来方式事業に比べてコストの削減や質の向上をどれだ

け期待できるかを検証する作業

○ ＰＳＣ（����� �����	 �����	���	）
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公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値

○ ＰＦＩ事業のＬＣＣ（���� ���	� �
��）

ＰＦＩ事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値

○ ＢＯＴ（��	�� ������� ��� ��������）

外国企業が相手国から土地を提供してもらい、工場などの施設を建設して一定期間運営・

管理し、投資を回収した後に、相手国に施設や設備を委譲する開発方式。新規に債務を生じ

させない開発途上諸国への協力方式。また、民間資金を活用したＰＦＩ事業で、民間事業者

が公共施設等を建設して管理・運営し、事業期間終了後に国や自治体に所有権を委譲する事

業方式。（出典：大辞林）

○ ＢＴＯ（��	� �
 �����）

製造業のビジネスモデルの１つで、パソコンや自動車などの製造販売で実現されている、

サプライチェーン・マネジメントによる企業の分類形態の一つである。メーカーでは商品を

部品の状態でストックしておき、顧客の注文に応じて組立てを行い出荷する。部品は完成品

より流動性が高いので、メーカーには在庫リスクが減るメリットがある。顧客にとっては無

駄な仕様を省き、購入コストを引き下げることができるメリットがある。その一方で注文方

法が煩雑になり、注文から商品の受け取りまでリードタイムが生じるデメリットがある。

（出典：フレッシュアイペディアＷｅｂサイト ���������������������
��������������）

【図4.6.3-1.京都府におけるＰＦＩ取組体制図】
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4.6.4.ＰＦＩによる京都府府営住宅常団地整備等事業の概要

【図4.6.4.ＰＦＩによる京都府府営住宅常団地整備等事業の概要等】
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５ 住宅建設資金融資制度及び住宅改良資金融資制度

5.1.融資制度

5.1.1.制度概要

21世紀の住生活を支える質の高い住宅ストックの形成を図るためには、良質な新規ストックの形成と既存ストックの

維持・改善の両面からの推進をする必要があり、京都府においても、住宅建設に関して様々なタイプの融資制度がある

ほか、リフォームに対しても融資制度を設けている。

これらの融資制度は、京都府が府民に直接融資する制度ではなく、利用者の金融機関からの資金借入に対し、京都府

が預託金の預託（建設資金）及び利子補給金の交付（改良資金）を行なうことにより利用者の金利低減を行なう仕組で

あり、滞納の有無にかかわらず、京都府に損失を与えない仕組となっている。

5.1.2.京都府住宅建設資金融資制度

住宅金融支援機構の融資を受けて住宅の新築・購入をされる方に資金を融資する制度である。融資のタイプとして、

一般住宅と、これより更に低利で融資する府内産木材使用住宅や地域優良木材住宅もある。

・一般住宅…一般の住宅

・府内産木材使用住宅…使用する木材のうち、50％以上を府内産の木材を使用した住宅については一般住宅よりも更

に低利の融資を受けることができる。

・地域優良木造住宅…高い耐久性や良好な居住性を目標とした京都府にふさわしい良質な木造住宅について、一般住

宅よりも更に低利の融資を受けることができる。

5.1.3.京都府住宅改良資金融資制度

府民が居住している住宅や親などが居住している府内に存する住宅をリフォームする方に資金を融資する制度であ

る。融資のタイプとして一般住宅改修と、これより更に低利で融資する21世紀住宅リフォームもある。

・一般住宅改修…一般的な増改築・改修工事

・21世紀住宅リフォーム…京都府が推奨する住宅への改善工事「バリアフリー型」、「環境共生型」、「安全安心型」、

「景観形成型」については、一般住宅改修よりも更に低利の融資を受けることができる。

5.1.4.地域再建被災者住宅等支援融資

平成16年10月に京都府を通過した台風23号は、甚大な被害をもたらした。被災された住宅の再建を図るため、平成17

年１月に地域再建被災者住宅等支援融資に関する規則が公布された。

この規則は平成16年台風23号により被災した住宅の再建に要する資金を低利で貸し付けることにより、被災者の迅速

な生活再建及び被災地の早期復興を図り、もって、地域社会の崩壊防止と活力浮揚に資することを目的として定められ

た。

この地域再建被災者住宅等支援融資は、再建改良資金融資は平成17年５月31日で受付を終了し、再建建設資金融資は

平成18年５月31日で受付終了している。

5.2.住宅資金融資状況

【図5.2.住宅資金融資状況（平成21年度）】

（単位：件、千円）

新規貸出が減少している一方で年々回収が進んでいるため、住宅資金の融資残高は減少している。
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６ 京都府住宅供給公社の概要

6.1.概要

昭和40年６月10日に公布施行された地方住宅供給公社法は、その目的を示した第１条において、「地方住宅供給公社

は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活

用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する住宅を供給し、もって住民の生活の安定と社会福

祉の増進に寄与することを目的とする。」と規定している。

京都府住宅供給公社（以下、公社という）は、上記の目的に基づき、住宅金融公庫法の公布施行に伴い昭和25年10月

26日に発足した財団法人京都府住宅協会を前身とし、昭和40年11月１日にこれを組織変更して発足したものである。

地方住宅供給公社法第21条では、「地方公社は、第１条の目的を達成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する

業務を行う。」と規定しており、公社も、発足当初は勤労者積立分譲住宅（一定期間において一定金額に達するまで定

期的に金銭を受入し、期間満了後、住宅及び土地を売却し、売却代金の一部に金銭の受入額を充当する）を供給するこ

とを主たる目的としていた。

6.2.事業内容

現在の京都府住宅供給公社定款17条では、事業内容として、以下の事業を規定している。
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当初の公社の主たる事業であった定款第17条第１号の勤労者積立分譲住宅の供給は昭和55年を最後に行われておら

ず、また、それ以外の一般分譲住宅の供給についても、現時点において新規事業は行われておらず、保有する残存物件

の分譲を継続しているのみである。

現在の公社の主たる業務内容は、分譲住宅の供給ではなく、�１公社が保有する賃貸住宅及び駐車場（堀川団地、五条

団地、男山駐車場、桃山東山ノ下駐車場等）の賃貸業務、および、�２中堅勤労者向け公共賃貸住宅（たいあっぷ住宅）

の管理業務受託、ならびに、�３京都府からの府営住宅及び駐車場の管理業務受託（管理代行等）である。

特に、府営住宅の管理業務受託については、平成22年６月より原則として全ての府営住宅の管理業務を京都府から公

社へ移行しており、従来の公社業務の内容を大きく変動させるものである。

6.3.組織の概要・職員数

6.3.1.公社の所在地

公社の所在地は以下のとおりである。

6.3.2.京都府住宅供給公社の組織

公社の組織は以下のとおりである。

【図6.3.2.公社の組織図】

※総務事務の共同処理化のため、平成16年５月１日、京都府土地開発公社・京都府道路公社

と総務部門を統合している。

6.3.3.公社職員数の推移

公社職員数の推移は以下のとおりである。
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【表6.3.3.京都府住宅供給公社職員数の推移】

平成22年７月１日現在

上表のとおり、公社職員数は増加している。これは先述した府営住宅の管理業務受託により、人員が京都府住宅課及

び土木事務所から移管されていることが要因である。

6.4.公社の現在の事業の概要

6.4.1.分譲事業

現時点において新規分譲の計画はなく、保有物件の分譲に努めている。

6.4.1.1.鬼の里ウッドタウン

平成19年以降、未分譲地の処分を進めるために、団地既住者や地元住民へ優先的に譲渡することとし、全31区画のう

ち、平成20年度までに29区画、平成21年度には１区画を譲渡処分し、残区画は、１区画の状況である。

6.4.1.2.桃山東駐車場跡地

駐車場として使用していた桃山東駐車場（685.93㎡）を譲渡することとし、一般競争入札により、平成22年12月８日

に売買契約を締結した（9,940万円）。

6.4.2.管理事業

6.4.2.1.公社賃貸住宅

堀川椹木町、堀川下立売、堀川出水（１・２・３棟）及び堀川上長者町並びに五条問屋町の、計５団地７棟193戸の

住宅及び店舗の賃貸、管理を行っている。これらは公社が保有する賃貸住宅であり、公社が保有及び管理を行っている。

6.4.2.2.公社駐車場

公社が保有する男山駐車場（74区画）及び桃山東山ノ下駐車場（15区画）の管理を行っている。

6.4.2.3.下鴨北芝町公舎

平成８年３月（第２期）に完成した下鴨北芝町公舎（３ＬＤＫ２戸、２ＬＤＫ12戸、合計14戸）を、京都府に賃貸し

ていた。

6.4.3.府営住宅管理受託事業

平成19年度から府営住宅の管理業務を京都府から管理代行等により受託している。平成20年度に乙訓土木事務所管内

の府営住宅について「乙訓府営住宅管理センター」を設置して開始し、平成21年度からは、京都土木事務所管内及び山

城北・山城南土木事務所管内の府営住宅について、「京都府営住宅管理センター」及び「山城府営住宅管理センター」

を設置して実施している。

平成22年度は「乙訓・南丹府営住宅管理センター」に拡充し、「中丹・丹後府営住宅管理センター」を設置して、平
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成22年６月１日より、全ての地域で公社への業務移行を完了している。

6.4.4.住宅相談事業

京都府の委託を受け、住宅の新築・増改築・修繕工事、住宅の賃貸・売買契約、相隣関係、府営住宅の入居等の相談

業務及びホームページを利用した情報提供等を行っている。

6.4.5.中堅勤労者向け公共賃貸住宅事業（愛称：たいあっぷ住宅）

国及び京都府から家賃補助等を受ける中堅勤労者向け公共賃貸住宅（たいあっぷ住宅）について、オーナーからの委

託を受け、募集・審査・入居決定、収納、補助金申請補助等の管理業務を行っている。

6.4.6.その他事業

木津かぶと台団地等の分譲事業に係る47件の後払金収納事業（長期割賦事業）を行っている。

７ 往査視察住宅の概要

7.1.伊佐津団地（公営住宅・特定公共賃貸住宅）

なお、伊佐津団地の概要は以下のとおりである。

平成11年度完成 ２号棟 ＲＣ造７Ｆ建 35戸

平成13年度完成 １号棟 ＲＣ造７Ｆ建 35戸（内特定公共賃貸住宅 14戸）

平成13年度完成 ３号棟 ＲＣ造５Ｆ建 25戸（内特定公共賃貸住宅 10戸）

※各住棟エレベーター設置

※特定公共賃貸住宅家賃：７万円～８万円

※入居率 ：6／24＝25％

平成22年３月末現在の入居状況は以下のとおりである。

特定公共賃貸住宅の入居割合が極めて低いことがわかる。

【写真7.1.伊佐津団地】 【図7.1-1.伊佐津団地における入居状況】



55

京 都 府 公 報 号外 第23号 平成23年４月28日 木曜日

【図7.1-2.伊佐津団地住宅平面図】
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【図7.1-3.伊佐津団地住宅位置図】

7.2.芥子谷団地（建替）

昭和42年～44年度の建設団地（府営・市営の混在団地）

府営 ブロック造平屋・２階建て259戸（現入居戸数：108）

市営 ブロック造 ２階建て 75戸（現入居戸数： 63）

建設計画：ＲＣ造４Ｆ～５Ｆ建て、200戸、１、２期工事予定

※既に一部の入居者は、建替団地である府営住宅常団地に移転済み。

※過去から府と舞鶴市が協議し、混在団地解消に向け整理しており、当団地は、府営住宅団地として建て替える。
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芥子谷団地の住宅位置図は以下のとおりである。

【図7.2-1.芥子谷団地住宅位置図①】
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【図7.2-1.芥子谷団地住宅位置図②】

芥子谷団地は建替の予定になっており、建替計画（案）は以下となっている。

【図7.2-2.芥子谷団地の建て替え計画（案）】
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【写真7.2.芥子谷団地】 【写真7.3.常団地】

7.3.常団地（ＰＦＩ）

京都初のＰＦＩ手法による事業である。

団地規模：３棟145戸

平成16年度完成 １号棟ＲＣ造５Ｆ建て40戸（２ＤＫ20戸、３ＤＫ20戸）

※通常の設計、一般競争入札工事発注

平成17年度 ＰＦＩ選定業者（ＳＰＣ：ＰＦＩ事業目的会社設立）と契約

業務範囲：１号棟…維持管理20年、２・３号棟…設計・施工及び維持管理20年

平成18年度完成 ２号棟ＲＣ造５Ｆ建て55戸（２ＤＫ30戸、３ＤＫ25戸）

平成19年度完成 ３号棟ＲＣ造５Ｆ建て50戸（２ＤＫ25戸、３ＤＫ25戸）

また、ＰＦＩ事業による完成図は以下となっている。（Ⅰ期エリアは対象外）

【図7.3-2.ＰＦＩ事業による常団地完成図】




